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【会社名】 株式会社南都銀行

【英訳名】 The Nanto Bank，Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取　　橋 本 隆 史

【本店の所在の場所】 奈良市橋本町16番地

【電話番号】 奈良(0742)22－1131(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長　　横 谷 和 也

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目12番５号(京橋YSビル)

株式会社南都銀行東京支店

【電話番号】 東京(03)3535－1230(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 東京支店長　　西 川 惠 造

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当                    2,922,000,000円

(注)　募集金額は、発行価額の総額であり、平成29年５月12日

(金)現在の株式会社東京証券取引所における当行普通株式

の終値を基準として算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社南都銀行東京支店

(東京都中央区京橋一丁目12番５号(京橋YSビル))

株式会社南都銀行大阪中央営業部

(大阪市中央区今橋二丁目２番２号)

株式会社南都銀行京都支店

(京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地１)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注)　上記のうち株式会社南都銀行東京支店は、金融商品取引法

の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者

の便宜のため縦覧に供する場所としております。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 750,000株
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限
のない標準となる株式
単元株式数　100株

 

(注) １　平成29年５月23日(火)開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成29年５月23日(火)開催の取締役会において、当行普通株式5,000,000株の一般募集

（以下「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を

勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当行株主から750,000株を上限として借入

れる当行普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下

「本件募集売出し」という。）を行う場合があります。

３　本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者

割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額 (円) 資本組入額の総額 (円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 750,000株 2,922,000,000 1,461,000,000

一般募集 ― ― ―

計 (総発行株式) 750,000株 2,922,000,000 1,461,000,000
 

(注) １　本募集は、前記「１　新規発行株式」（注）３に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関

連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当行と割当予定先との

関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社

割当株数 750,000株

払込金額 2,922,000,000円

割当予定先の内容

本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

代表者の氏名 代表執行役社長　　森田　敏夫

資本金の額 10,000百万円

事業の内容 金融商品取引業

大株主 野村ホールディングス株式会社　100％

当行との関係

出資関係

当行が保有している
割当予定先の株式の数

―

割当予定先が保有している当
行の株式の数
（平成29年３月31日現在）

18,936株

取引関係 一般募集の主幹事会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―
 

２　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額とします。

３　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成29年５月12日(金)現在の株式会社東京証券取引所

における当行普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2) 【募集の条件】

発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間
申込証拠金

(円)
払込期日

未定
(注) １

未定
(注) １

100株 平成29年７月３日(月)
該当事項はあ
りません。

平成29年７月４日(火)
 

(注) １　発行価格については、平成29年５月31日(水)から平成29年６月６日(火)までの間のいずれかの日に一般募集

において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本第三者

割当増資の発行数で除した金額とします。

２　本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３　野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　オーバーアロットメントによる売出し

等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな

ります。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を

払込むものとします。
 

(3) 【申込取扱場所】

場所 所在地

株式会社南都銀行　経営企画部 奈良市橋本町16番地
 

 

(4) 【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社南都銀行　本店営業部 奈良市橋本町16番地
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額 (円) 発行諸費用の概算額 (円) 差引手取概算額 (円)

2,922,000,000 20,000,000 2,902,000,000
 

(注) １　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額は、平成29年５月12日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当行普通株式の終値を基

準として算出した見込額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限2,902,000,000円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の

手取概算額19,380,000,000円と合わせ、手取概算額合計上限22,282,000,000円について、後記「第三部　参照情

報　第２　参照書類の補完情報　対処すべき課題」に記載の当行中期経営計画の重点戦略の１つである地域の活性

化に向けて、地域の成長に繋がる資金需要を掘り起こし、積極的に資金提供を行っていくため、全額を平成30年３

月末までに、中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。
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第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

オーバーアロットメントによる売出し等について

当行は、平成29年５月23日(火)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当行普通株式5,000,000株の

一般募集（一般募集）を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募

集の主幹事会社である野村證券株式会社が当行株主から750,000株を上限として借入れる当行普通株式の売出し（オー

バーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売

出しに関連して、野村證券株式会社が上記当行株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要

な株式を取得させるために行われます。

また、野村證券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成29年６月27日(火)までの間

（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所にお

いてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当行普通株式の買付け（以下「シンジケートカ

バー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当

行普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会

社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らな

い株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により

取得した当行普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得

し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式

会社は本第三者割当増資に係る割当てに応じ、当行普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資

における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な

発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

野村證券株式会社が本第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメン

トによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。　

 
第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。　
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第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第128期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）平成28年６月30日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第129期第１四半期（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）平成28年８月12日関東財務局長に

提出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第129期第２四半期（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）平成28年11月28日関東財務局長に

提出

 

４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第129期第３四半期（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）平成29年２月13日関東財務局長に

提出

 

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成29年５月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成28年７月５日

に関東財務局長に提出

 

６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成29年５月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成29年３月21日に関

東財務局長に提出

 

７ 【訂正報告書】

訂正報告書（上記１ 有価証券報告書の訂正報告書）を平成28年７月５日に関東財務局長に提出

 

EDINET提出書類

株式会社南都銀行(E03580)

有価証券届出書（参照方式）

 6/10



 

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（訂正報告書により訂正された内容を含む。以下同じ。）及び四半

期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成29年５月23日）までの

間において、当該有価証券報告書等に記載された「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」について変更及び追加

がありました。

以下に記載の「対処すべき課題」は当該変更及び追加を反映し、一括して記載したものであります。

また、以下に記載の「事業等のリスク」は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及

び追加箇所については　　　罫で示しております。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下に記載の「対処すべき課題」及

び「事業等のリスク」に記載されたものを除き、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成29年５月23日）現在にお

いてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

　

［対処すべき課題］

当行を取り巻く環境は、日本銀行のマイナス金利政策や、他行庫との競合の激化など大きく変化しており、また将

来の人口減少によるマーケット縮小等も考えると、今後の収益環境はますます厳しさを増していくものと予想されま

す。

こうした情勢のもと、当行は、創立90周年（平成36年）までの経営ビジョンを「活力創造銀行」として、営業地域

及び当行の活力を創造する銀行を目指しており、本ビジョンを実現させていくため、今年４月より中期経営計画「活

力創造プランⅡ ～変革と挑戦～」（期間：平成29年４月～平成32年３月）をスタートさせました。

本計画は、「金融環境の変化を踏まえ、筋肉質な体質への変革に取組む３年間とし、85周年を迎える最終年度に

は、収益面や財務体質面等において確実に成果をあげていく」と位置づけ、「地域経済力の創出」「お客さま志向の

サービス提供」「業務刷新による生産性・収益性の向上」「高度な経営管理態勢の構築」に取組んでおります。

中期経営計画の重点戦略としては、「地域の活性化」「４つの改革の推進」「経営管理の高度化」の３点を掲げ、

特に「４つの改革の推進」においては、「意識改革」「営業改革」「事務改革」「経費改革」について、10の戦略を

設定し、強力にビジネスモデルの改革を進めております。

当行が、この「改革」において目指すところは、お客さまに真に質の高いサービスを提供できる銀行に変わってい

くということであり、地域のお客さまへの貢献が、当行の発展にも繋がるビジネスモデルの構築を目指しておりま

す。

 
［事業等のリスク］

有価証券報告書に記載した「事業の状況」、「経理の状況」等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、以下の記載における将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成29年５月23日）現在において当行

グループ（当行及び連結子会社）が判断したものであります。

　

(1) 経済状況

当行グループは、奈良県を中心としてその隣接府県及び東京都に営業拠点を展開しておりますが、営業地域が限

定されているうえ、地元奈良県の経済規模が小さく特定産業に依存している側面があるため、マクロ経済の影響は

もとより、地域の経済状況の悪化は当行グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(2) 競争

当行グループは、主要営業地盤とする奈良県において高い預金・貸出金シェアを維持しており、営業基盤は安定

的で極めて高い市場地位を確保しています。また、当行は大阪府などの重点戦略エリアへの戦力投資をすすめ、営

業基盤の整備・拡充を図っています。しかし、中小企業・個人向けローンなどリテール業務における競争が激化し

ているなか、当行グループがこうした市場での地位を将来にわたって維持・強化していくには、さらなる金融サー

ビスの質の向上と競争力、それを支える人材・組織及びシステムの確保が必要となります。当行グループのビジネ

ス戦略が奏功せず、競争的な営業環境において競争優位を維持・確保できない場合には、その後の事業展開、経営

成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
(3) 規制・監督

銀行業は、金融システムの安定性維持のため、様々な規制・監督下に置かれている規制業種であるため、法規制

等によるリスクを伴って業務を遂行しています。

将来の法令及び諸規制の制定または変更がなされることにより、当行グループが業務を迅速かつ柔軟に拡大でき

なくなる可能性があり、その後の事業展開や経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
(4) 業務活動全般に関するリスク

①　信用リスク

信用リスクは、当行グループのあらゆる業務（貸出、債券・株式投資、その他オンバランス及びオフバランス

取引）に関連しており、各種リスクのなかで高いウエイトを占め銀行経営に大きな影響を与えます。

当行では、信用リスク管理の体制及び手法を強化し、個別与信審査や資産の自己査定等、与信の事後管理を適

切に行うとともに、ポートフォリオベースの管理・分析を実施しております。

しかし、景気循環等に伴う与信先の経営内容悪化により信用リスクが顕在化し、不良債権や与信関係費用の発

生が自己資本の減少を招くなど当行グループの財政状態や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
②　流動性リスク

当行では、リテール業務の競争力を支える幅広い店舗網と営業職員により、安定した個人預金を中心とする資

金調達基盤を構築しています。また、流動性の高い資産や担保提供可能な資産を十分に保有するとともに、短期

金融市場等での資金調達枠を確保するなど、より慎重に緊急時の流動性管理の体制や方針・計画を整備していま

す。

しかし、情報化社会のもとでいわゆる風評リスクが発生した場合には、一時的な信用力の低下で資金調達コス

トが上昇し、預金が流出するなど流動性の悪化が経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
③　市場リスク

当行では、市場性のある有価証券等を大量に保有しているため、金利、有価証券価格及び外為相場など市場の

リスク・ファクターの変動により、オフバランス取引を含め資産の価値が変動し損失を被るリスクを有しており

ます。

当行は、これらのリスクを適切に把握し、コントロールするためポジション枠の設定やデリバティブ取引等を

行っておりますが、金利、株価及び債券相場あるいは為替レートが大幅に変動した場合、当行の財務諸表上の価

値が減少し、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
④　オペレーショナル・リスク

当行グループでは、主として事務リスクとシステムリスクからなるオペレーショナル・リスク発生の未然防止

体制の充実にも取り組んでいます。

(ア) 当行グループの役職員が正確な事務を怠り、あるいは事故・不正及び情報漏洩等を起こした場合には、当行

グループの社会的信用が損なわれることとなり、当行グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。また、業務遂行の過程でこうした法令違反等により訴訟等の提起を受けた場合、その結果によっては、当

行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(イ) 当行グループは、事業の特性上、多数のお客さま情報を保有しており、顧客情報の保護は業務を適切に運営

するうえで必須の事項となっております。そのため、業法及び個人情報保護法等に則り、情報の取り扱いにつ

いて管理態勢を整備し、各種規程を設けるとともに研修・指導等を通じ個人を含む顧客情報の保護に努めてお

ります。なお、南都コンピュータサービス株式会社(ソフトウエア開発等業務)では、個人情報保護活動の一環

としてプライバシーマークを取得しております。

しかしながら、こうした対応にもかかわらず顧客情報が万が一にも漏洩・滅失又は毀損した場合には、当行

グループへの信頼が損なわれ、さらに、損害賠償責任を負うこととなるなど、当行グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

(ウ) 当行グループにおいてコンピュータシステム及びそのネットワークは、業務運営上必要不可欠な基幹的イン

フラとなっております。そのため、システムダウンまたは誤作動等システムの不備が生じた場合や、コン

ピュータへの不正侵入及びコンピュータウイルスの蔓延等予期せぬセキュリティーリスクが顕現化した場合、

その後の事業展開、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(エ) 当行グループは、様々な災害・事故の発生に備え緊急時対応マニュアルやバックアップ体制の充実等、業務

継続体制の整備を図っております。しかし、台風や地震など大規模な自然災害に見舞われた場合、当行グルー

プ自身の被災による直接的損害のほか、地域における金融・決済機能の低下が業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(オ) 当行グループは、良好な職場環境の確保に努めております。しかしながら、予期せぬ人事運営上の不公平・

不公正（報酬・手当・解雇等の問題）、差別的な行為（セクシャルハラスメント等）により損失・損害を被る

場合、当行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(カ) 当行グループの業務の委託先において、委託した業務に関し事務事故、システム障害、情報漏洩などが発生

した場合、当行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(5) 自己資本

自己資本は、企業が将来にわたって事業活動を継続していくなかで、当行グループ全体に対するお客さま等から

の信認を確保するとともに、予期されない様々なリスクの緩衝材としての役割を果たすものであるという認識か

ら、当行グループは一定水準の自己資本額の維持とその質的向上に努めています。

当行は海外営業拠点を有しないため、銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自

己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）により、連結ベー

スと単体ベースの双方について自己資本比率は４％以上を維持しなければなりませんが、もし、これを下回った場

合には、業務の全部または一部の停止等を含む様々な措置を命ぜられることとなります。

当行グループの自己資本、自己資本比率に影響を与える要因としては、与信関係費用の増加、保有有価証券に係

る評価損の発生、あるいは銀行の自己資本比率基準及び算定方法の変更等があります。

 
(6) 退職給付債務

当行グループの年金資産の時価が下落した場合やその運用利回りが低下した場合、あるいは予定給付債務を計算

する前提となる割引率等数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、

年金制度の変更により未認識の過去勤務費用が発生する可能性があります。

その他、金利環境の変動等の要因が、年金の未積立債務及び年金積立額にマイナスの影響を与える可能性があり

ます。

 
(7) 格付

格付機関が当行の格付を引き下げた場合、当行が市場において資本・資金調達を行うことが困難となったり、資

金調達コストの増加を招くなど、当行の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社南都銀行本店

(奈良市橋本町16番地)

株式会社南都銀行東京支店

(東京都中央区京橋一丁目12番５号(京橋YSビル))

株式会社南都銀行大阪中央営業部

(大阪市中央区今橋二丁目２番２号)

株式会社南都銀行京都支店

(京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地１)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注)　上記のうち株式会社南都銀行東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありません

が、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としております。

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

該当事項はありません。
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